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司 法 書 士 募 集 

 
当事務所では、業務繁忙のため、下記の要項のとおり司法書士１名を募集しております。 

 応募される方は、事前に当事務所に電話連絡（０９９３－２４－５２５２）のうえ、履

歴書を郵送してください。追って、面接の日時をご連絡申し上げます。 
 なお、本募集については、採用が決まり次第終了させていただきます。 
 
職   務 司法書士業務全般 

業務の具体的内容としては、業務量の多い順に、①不動産登記、②成年後見

業務（後見、保佐、補助）及び各種法定代理人（不在者財産管理人、相続財

産管理人、遺言執行者）の業務、③裁判事件（登記手続請求事件、賃貸紛争、

労働紛争、差押等執行手続ほか）、④会社・法人登記、となります。 
資   格 ①司法書士の資格を有する者であること。 

②簡裁訴訟代理関係業務の法務大臣認定を受けた者であること。ただし、直

近の合格者については、本年度の認定試験の受験資格のあること。 
③採用後に指宿市内又は近隣（鹿児島市、南九州市ほか）に居住することが

可能であり、当法人にて３年以上の勤務が可能であること。 
④年齢４０歳以下の者であること。 

勤 務 地 当法人の主たる事務所 
鹿児島県指宿市大牟礼一丁目１１番８号  

勤 務 日 数

及び時間 
一日８時間勤務 
休日は、土曜・日曜・祝日、並びに、年末年始 

職  階 正社員 
給   与 月給２５万円以上（司法書士経験年数を考慮します） 

ただし、試用期間中は、日給１万円となります。 
待 遇 等 社会保険（厚生年金、健康保険）、労働保険完備 

通勤手当支給 
赴任手当支給（就職にあたり転居が必要な方の場合には、転居費用実費とし

て最大４０万円まで） 
そのほか 不動産登記業務が非常に多い事務所です。同時に、成年後見関係業務及び裁

判事件も多い事務所です。司法書士業務を広く・深くに学ぶことができる職

場となっておりますので、ぜひ、ご応募ください。 
なお、事務所の代表者（梅垣）も県外からの赴任でありますので、県外から

の応募もお待ちしております。 
 

 


